
2025年度上期

事業のご報告
自 2025年4月1日　至 2025年9月30日

SANO SHINKIN BANK MINI DISCLOSURESANO SHINKIN BANK MINI DISCLOSURE

 4月  2日 日本銀行考査受考（～11日）

 5月  1日 NISA口座開設キャンペーン開始（～９月30日）

 5月  1日 栃木県警察本部との
  詐欺等被害防止に関する「情報連携協定」締結

 5月10日 くずうフェスタ2025参加（葛生支店職員参加）

 6月  5日 サマーキャンペーン開始（～8月29日）

 6月  9日 信用金庫の日「お客さま謝恩ウイーク」実施（～13日）

 6月11日 信用金庫の日「献血運動」実施

 6月13日 信用金庫の日「全店おもてなしイベント」実施

 6月26日 第98回通常総代会開催

 8月  9日 サマーフェスタinいわふね2025参加（岩舟支店職員参加）

 9月  9日 佐野警察署より  「特殊詐欺被害未然防止表彰状」受領

 9月13日 さの秀郷まつり市民総踊り参加（役職員参加）

トピックス

（注）その他の時間帯は110円（消費税込）でお引出しができます。
提携金融機関 ： 佐野信用金庫、足利銀行、栃木信用金庫
 大田原信用金庫、烏山信用金庫、真岡信用組合
 那須信用組合

栃木県内７つの提携金融機関のATMなら、以下の時間は手数料
無料です。

平日の出金 8：45～18：00

とちまるネットサービス

お客さまからのご意見をいただき、より良いサービスが提供できる
よう「お客さま相談センター」を設置しております。
フリーダイヤル　0120-357-500
受 付 時 間 9：00～17：00

（注）土・日・祝休日、年末年始は除きます

お客さま相談センター

お客さまからいただいた貴重なご意見を庫内ポータルサイト上に掲載
し、必要な業務のカイゼンとお客さま満足度の向上に努めております。

お客さま一言メモ

毎週日曜日（ローン・年金相談会）

お問合せ先　0283-24-7411
（注）年末年始・ゴールデンウィークを除きます

営 業 時 間 9：00～17：00

南支店日曜相談窓口

佐野市役所ATM
イオンモール佐野新都市ATM

本 店 営 業 部

田 沼 支 店

堀 米 支 店

南 支 店

岩 舟 支 店

〒327ー0013 佐野市本町2910番地
 TEL. 0283ー22ー3377
〒327ー0317 佐野市田沼町291番地1
 TEL. 0283ー62ー1515
〒327ー0843 佐野市堀米町285番地11
 TEL. 0283ー24ー4411
〒327ー0831 佐野市浅沼町43番地4
 TEL. 0283ー24ー7411
〒329ー4307 栃木市岩舟町静5160番地5
 TEL. 0282ー55ー2955

石 塚 支 店

葛 生 支 店

西 支 店

〒327ー0103 佐野市石塚町2709番地
 TEL. 0283ー25ー2122
〒327ー0507 佐野市葛生西1丁目1番18号
 TEL. 0283ー86ー3875
〒327ー0004 佐野市赤坂町954番地2
 TEL. 0283ー23ー5788

店舗のご案内

地域とお客さまのために

さのしんSDGs宣言

URL.https://www.sanoshin.co.jp  e-mail：info-ss@po.sanoshin.co.jp

「特殊詐欺被害未然防止表彰状」受領信用金庫の日「全店おもてなしイベント」

さの秀郷まつり市民総踊り参加

全国どこの信用金庫でも、以下の時間は手数料無料です。

（注）本サービスの対象とならないしんきんATMが一部ございます。

平日の入出金 8：45～18：00
土曜の出金 9：00～14：00

しんきんATMゼロネットサービス

窓口昼休み休業（11：30～12：30）全店舗実施

佐野信用金庫は、国連が提唱する「持続可能な開発目標（SDGs）」
が目指す取組みに賛同し、当金庫の協同組織・地域金融機関として
の特性を踏まえたうえで、事業活動を通じて、持続可能な社会の実
現に向けた活動に取り組んでまいります。

SDGs
のゴール
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預金の状況
預金積金残高は、上期中818百万円増加し123,664百万円となり

ました。

貸出金の状況
貸出金残高は、上期中1,325百万円増加し56,970百万円となり

ました。

預かり資産の状況
預かり資産残高は、上期中179百万円増加し8,103百万円となり

ました。

　当金庫の2025年９月期の自己資本比率は、分子である自己資本額
が当期純利益の積み上げにより84百万円増加しましたが、分母である
リスク・アセットが貸出金等の増加により969百万円増加したため、
前期比0.04ポイント低下し10.69％となりました。
　なお、信用金庫など国内のみで業務を行う金融機関に必要とされる
水準である４％（国内基準）を上回る水準を維持しております。

自己資本比率の状況について

　業務純益は、収益面において貸出金利息、預け金利息及び有価証券
利息配当金が増加、費用面においては、国債等債券売却損の減少、
退職年金運用益の計上により人件費が減少となったため149百万円
と前年同期比124百万円増加となりました。
　経常利益は、139百万円と前年同期比14百万円増加、当期純利益
は、102百万円と前年同期比横ばいとなりました。

損益の状況について

（注）１．その他有価証券で時価のあるものは、時価会計により当該事業年度末に時価評価を行い、時価をもって貸借対照表価額としています。
　　２．上記のその他は、投資信託等です。

（単位：百万円）

（注）上記の円グラフは、預かり資産の内訳を表示しております。
（単位：百万円）

自己資本比率の状況
項　　　　　目

5,852

152

5,700

53,281

10.69

5,756

140

5,616

52,312

10.73

2025年９月期 2025年３月期
（単位：百万円）

コア資本に係る基礎項目 （A）

コア資本に係る調整項目 （B）

自 己 資 本 額（A）-（B）=（C）

リスク・アセット等計 （D）

自己資本比率（%） （C）/（D）

2025年9月末2025年3月末

（百万円） （百万円）

2025年9月末2025年3月末

業 務 純 益

実 質 業 務 純 益

コ ア 業 務 純 益

コ ア 業 務 純 益
（投資信託解約損益を除く）

経 常 利 益

当 期 純 利 益

（単位：百万円）

2025年9月期

149

147

147

147

139

102

2024年9月期

24

24

87

87

125

102

業務純益

保有有価証券の時価情報

信用金庫法開示債権（リスク管理債権）及び金融再生法開示債権の保全・引当状況

（注）１．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手
続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥ってい
る債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
　　三月以上延滞債権
　　貸出条件緩和債権
小計（Ａ）
保　全　額（Ｂ）
　　個別貸倒引当金（Ｃ）
　　一般貸倒引当金（Ｄ）
　　担保・保証等（Ｅ）
保全率　（Ｂ）／（Ａ）（％）
引当率　（（Ｃ）＋（Ｄ））／（（Ａ）－（Ｅ））（％）
正常債権（Ｆ）
総与信残高（Ａ）＋（Ｆ）

2025年3月末2025年9月末
204
714
83
0
83

1,002
889
55
1

832
88.72
33.35
54,688
55,690

228
891
81
0
81

1,201
1,070
71
1

997
89.06
35.65
55,818
57,020

区　分

（注）１．満期保有目的の債券で時価のあるものは、償還まで保有することを条件に簿価（償却原価）を持って評価することが認められています。

（単位：百万円）

種類

合　　計

合　　計

国債
地方債
短期社債
社債
その他
小計

国債
地方債
短期社債
社債
その他
小計

―
―
―
24
―
24
189
―
―
―
―
189
213

―
―
―
24
―
24
161
―
―
―
―
161
185

―
―
―
0
―
0

△ 27
―
―
―
―

△ 27
△ 27

―
―
―
26
―
26
188
―
―
―
―
188
215

―
―
―
26
―
26
169
―
―
―
―
169
195

―
―
―
0
―
0

△ 19
―
―
―
―

△ 19
△ 19

時価が貸借対照表
計上額を超えるもの

時価が貸借対照表
計上額を超えないもの

貸借対照表計上額 時価 差額 貸借対照表計上額 時価 差額
満期保有目的の債券

2025年9月末 2025年3月末

種類

株式
債券
 国債
 地方債
 短期社債
 社債
外国証券
その他
小計

株式
債券
 国債
 地方債
 短期社債
 社債
外国証券
その他
小計

807
100
―
―
―
100
1,291
1,775
3,974
165

18,458
3,378
4,571
―

10,508
5,372
4,186
28,183
32,158

525
100
―
―
―
100
999
1,630
3,255
187

19,525
3,729
4,800
―

10,995
5,547
4,937
30,198
33,453

282
0
―
―
―
0

292
144
719
△ 21

△ 1,067
△ 350
△ 228

―
△ 487
△ 174
△ 750
△ 2,014
△ 1,294

682
509
―
―
―
509
1,283
1,263
3,739
192

15,701
3,425
3,802
―

8,473
5,869
4,520
26,283
30,022

499
508
―
―
―
508
998
1,169
3,176
220

16,639
3,731
4,000
―

8,907
6,047
5,398
28,305
31,482

183
0
―
―
―
0

284
94
562
△ 28
△ 938
△ 305
△ 197

―
△ 434
△ 177
△ 877
△ 2,021
△ 1,459

貸借対照表計上額が
取得原価を
超えるもの

貸借対照表計上額が
取得原価を
超えないもの

貸借対照表計上額 取得原価 評価差額 貸借対照表計上額 取得原価 評価差額
その他有価証券

2025年9月末 2025年3月末

（単位：百万円）
　　２．「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政

状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利
息の受取りができない可能性の高い債権で、「破産更生債権及びこれ
らに準ずる債権」に該当しない債権です。

　　３．「要管理債権」とは、信用金庫法上の「三月以上延滞債権」に該当する
貸出金と「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金の合計額です。

　　４．「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日
から三月以上遅延している貸出金で、「破産更生債権及びこれらに準
ずる債権」及び「危険債権」に該当しない貸出金です。

　　５．「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的とし
て、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他
の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、「破産更生債権及び
これらに準ずる債権」、「危険債権」及び「三月以上延滞債権」に該当し
ない貸出金です。

　　６．「個別貸倒引当金」（Ｃ）は、貸借対照表上の個別貸倒引当金の額のう
ち、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」の債権
額に対して個別に引当計上した額の合計額です。

　　７．「一般貸倒引当金」（Ｄ）には、貸借対照表上の一般貸倒引当金の額の
うち、要管理債権の債権額に対して引当てた額を記載しております。

　　８．「担保・保証等」（Ｅ）は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能
見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。

　　９．「正常債権」（Ｆ）とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題が
ない債権であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債
権」及び「要管理債権」以外の債権です。

　　10．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「正常債
権」が対象となる債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元
本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているもの
であって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２
条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の
未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるも
の並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその
有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）です。

122,846 123,664 55,645 56,970

2025年9月末残高 56,970百万円

（注）業種別区分は日本標準産業分類に準じて、
　　残高５億円以下の業種を「その他」表示しております。

製造業／7,001
地方公共団体／5,518個人／12,887

建設業／5,924

運輸業、郵便業／2,501

卸売業、小売業／3,981

不動産業／10,740
飲食業／799
生活関連サ―ビス業、
娯楽業／801
医療・福祉／3,174

その他／1,733

（単位：百万円）

貸出金の業種別残高

その他
サ―ビス業／1,906

一般国債／1

終身保険／4,634

個人年金保険／1,467

個人向け国債／243

投資信託／1,757

金融再生法上の不良債権額（A）については、経営改善支援や延滞債権の回収
促進を図りましたが、新たな発生もあり前期末比199百万円増加の1,201
百万円となりました。
保全額（B）については適正な引当金の計上及び担保や保証により1,070
百万円となり、保全率は89.06%（前期末比＋0.34%）に上昇しました。
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預金の状況
預金積金残高は、上期中818百万円増加し123,664百万円となり

ました。

貸出金の状況
貸出金残高は、上期中1,325百万円増加し56,970百万円となり

ました。

預かり資産の状況
預かり資産残高は、上期中179百万円増加し8,103百万円となり

ました。

　当金庫の2025年９月期の自己資本比率は、分子である自己資本額
が当期純利益の積み上げにより84百万円増加しましたが、分母である
リスク・アセットが貸出金等の増加により969百万円増加したため、
前期比0.04ポイント低下し10.69％となりました。
　なお、信用金庫など国内のみで業務を行う金融機関に必要とされる
水準である４％（国内基準）を上回る水準を維持しております。

自己資本比率の状況について

　業務純益は、収益面において貸出金利息、預け金利息及び有価証券
利息配当金が増加、費用面においては、国債等債券売却損の減少、
退職年金運用益の計上により人件費が減少となったため149百万円
と前年同期比124百万円増加となりました。
　経常利益は、139百万円と前年同期比14百万円増加、当期純利益
は、102百万円と前年同期比横ばいとなりました。

損益の状況について

（注）１．その他有価証券で時価のあるものは、時価会計により当該事業年度末に時価評価を行い、時価をもって貸借対照表価額としています。
　　２．上記のその他は、投資信託等です。

（単位：百万円）

（注）上記の円グラフは、預かり資産の内訳を表示しております。
（単位：百万円）

自己資本比率の状況
項　　　　　目

5,852

152

5,700

53,281

10.69

5,756

140

5,616

52,312

10.73

2025年９月期 2025年３月期
（単位：百万円）

コア資本に係る基礎項目 （A）

コア資本に係る調整項目 （B）

自 己 資 本 額（A）-（B）=（C）

リスク・アセット等計 （D）

自己資本比率（%） （C）/（D）

2025年9月末2025年3月末

（百万円） （百万円）

2025年9月末2025年3月末

業 務 純 益

実 質 業 務 純 益

コ ア 業 務 純 益

コ ア 業 務 純 益
（投資信託解約損益を除く）

経 常 利 益

当 期 純 利 益

（単位：百万円）

2025年9月期

149

147

147

147

139

102

2024年9月期

24

24

87

87

125

102

業務純益

保有有価証券の時価情報

信用金庫法開示債権（リスク管理債権）及び金融再生法開示債権の保全・引当状況

（注）１．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手
続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥ってい
る債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
　　三月以上延滞債権
　　貸出条件緩和債権
小計（Ａ）
保　全　額（Ｂ）
　　個別貸倒引当金（Ｃ）
　　一般貸倒引当金（Ｄ）
　　担保・保証等（Ｅ）
保全率　（Ｂ）／（Ａ）（％）
引当率　（（Ｃ）＋（Ｄ））／（（Ａ）－（Ｅ））（％）
正常債権（Ｆ）
総与信残高（Ａ）＋（Ｆ）

2025年3月末2025年9月末
204
714
83
0
83

1,002
889
55
1

832
88.72
33.35
54,688
55,690

228
891
81
0
81

1,201
1,070
71
1

997
89.06
35.65
55,818
57,020

区　分

（注）１．満期保有目的の債券で時価のあるものは、償還まで保有することを条件に簿価（償却原価）を持って評価することが認められています。

（単位：百万円）

種類

合　　計

合　　計

国債
地方債
短期社債
社債
その他
小計

国債
地方債
短期社債
社債
その他
小計

―
―
―
24
―
24
189
―
―
―
―
189
213

―
―
―
24
―
24
161
―
―
―
―
161
185

―
―
―
0
―
0

△ 27
―
―
―
―

△ 27
△ 27

―
―
―
26
―
26
188
―
―
―
―
188
215

―
―
―
26
―
26
169
―
―
―
―
169
195

―
―
―
0
―
0

△ 19
―
―
―
―

△ 19
△ 19

時価が貸借対照表
計上額を超えるもの

時価が貸借対照表
計上額を超えないもの

貸借対照表計上額 時価 差額 貸借対照表計上額 時価 差額
満期保有目的の債券

2025年9月末 2025年3月末

種類

株式
債券
 国債
 地方債
 短期社債
 社債
外国証券
その他
小計

株式
債券
 国債
 地方債
 短期社債
 社債
外国証券
その他
小計

807
100
―
―
―
100
1,291
1,775
3,974
165

18,458
3,378
4,571
―

10,508
5,372
4,186
28,183
32,158

525
100
―
―
―
100
999
1,630
3,255
187

19,525
3,729
4,800
―

10,995
5,547
4,937
30,198
33,453

282
0
―
―
―
0

292
144
719
△ 21

△ 1,067
△ 350
△ 228

―
△ 487
△ 174
△ 750
△ 2,014
△ 1,294

682
509
―
―
―
509
1,283
1,263
3,739
192

15,701
3,425
3,802
―

8,473
5,869
4,520
26,283
30,022

499
508
―
―
―
508
998
1,169
3,176
220

16,639
3,731
4,000
―

8,907
6,047
5,398
28,305
31,482

183
0
―
―
―
0

284
94
562
△ 28
△ 938
△ 305
△ 197

―
△ 434
△ 177
△ 877
△ 2,021
△ 1,459

貸借対照表計上額が
取得原価を
超えるもの

貸借対照表計上額が
取得原価を
超えないもの

貸借対照表計上額 取得原価 評価差額 貸借対照表計上額 取得原価 評価差額
その他有価証券

2025年9月末 2025年3月末

（単位：百万円）
　　２．「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政

状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利
息の受取りができない可能性の高い債権で、「破産更生債権及びこれ
らに準ずる債権」に該当しない債権です。

　　３．「要管理債権」とは、信用金庫法上の「三月以上延滞債権」に該当する
貸出金と「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金の合計額です。

　　４．「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日
から三月以上遅延している貸出金で、「破産更生債権及びこれらに準
ずる債権」及び「危険債権」に該当しない貸出金です。

　　５．「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的とし
て、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他
の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、「破産更生債権及び
これらに準ずる債権」、「危険債権」及び「三月以上延滞債権」に該当し
ない貸出金です。

　　６．「個別貸倒引当金」（Ｃ）は、貸借対照表上の個別貸倒引当金の額のう
ち、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」の債権
額に対して個別に引当計上した額の合計額です。

　　７．「一般貸倒引当金」（Ｄ）には、貸借対照表上の一般貸倒引当金の額の
うち、要管理債権の債権額に対して引当てた額を記載しております。

　　８．「担保・保証等」（Ｅ）は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能
見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。

　　９．「正常債権」（Ｆ）とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題が
ない債権であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債
権」及び「要管理債権」以外の債権です。

　　10．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「正常債
権」が対象となる債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元
本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているもの
であって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２
条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の
未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるも
の並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその
有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）です。

122,846 123,664 55,645 56,970

2025年9月末残高 56,970百万円

（注）業種別区分は日本標準産業分類に準じて、
　　残高５億円以下の業種を「その他」表示しております。

製造業／7,001
地方公共団体／5,518個人／12,887

建設業／5,924

運輸業、郵便業／2,501

卸売業、小売業／3,981

不動産業／10,740
飲食業／799
生活関連サ―ビス業、
娯楽業／801
医療・福祉／3,174

その他／1,733

（単位：百万円）

貸出金の業種別残高

その他
サ―ビス業／1,906

一般国債／1

終身保険／4,634

個人年金保険／1,467

個人向け国債／243

投資信託／1,757

金融再生法上の不良債権額（A）については、経営改善支援や延滞債権の回収
促進を図りましたが、新たな発生もあり前期末比199百万円増加の1,201
百万円となりました。
保全額（B）については適正な引当金の計上及び担保や保証により1,070
百万円となり、保全率は89.06%（前期末比＋0.34%）に上昇しました。



 4月  2日 日本銀行考査受考（～11日）

 5月  1日 NISA口座開設キャンペーン開始（～９月30日）

 5月  1日 栃木県警察本部との
  詐欺等被害防止に関する「情報連携協定」締結

 5月10日 くずうフェスタ2025参加（葛生支店職員参加）

 6月  5日 サマーキャンペーン開始（～8月29日）

 6月  9日 信用金庫の日「お客さま謝恩ウイーク」実施（～13日）

 6月11日 信用金庫の日「献血運動」実施

 6月13日 信用金庫の日「全店おもてなしイベント」実施

 6月26日 第98回通常総代会開催

 8月  9日 サマーフェスタinいわふね2025参加（岩舟支店職員参加）

 9月  9日 佐野警察署より  「特殊詐欺被害未然防止表彰状」受領

 9月13日 さの秀郷まつり市民総踊り参加（役職員参加）

トピックス

（注）その他の時間帯は110円（消費税込）でお引出しができます。
提携金融機関 ： 佐野信用金庫、足利銀行、栃木信用金庫
 大田原信用金庫、烏山信用金庫、真岡信用組合
 那須信用組合

栃木県内７つの提携金融機関のATMなら、以下の時間は手数料
無料です。

平日の出金 8：45～18：00

とちまるネットサービス

お客さまからのご意見をいただき、より良いサービスが提供できる
よう「お客さま相談センター」を設置しております。
フリーダイヤル　0120-357-500
受 付 時 間 9：00～17：00

（注）土・日・祝休日、年末年始は除きます

お客さま相談センター

お客さまからいただいた貴重なご意見を庫内ポータルサイト上に掲載
し、必要な業務のカイゼンとお客さま満足度の向上に努めております。

お客さま一言メモ

毎週日曜日（ローン・年金相談会）

お問合せ先　0283-24-7411
（注）年末年始・ゴールデンウィークを除きます

営 業 時 間 9：00～17：00

南支店日曜相談窓口

佐野市役所ATM
イオンモール佐野新都市ATM

本 店 営 業 部

田 沼 支 店

堀 米 支 店

南 支 店

岩 舟 支 店

〒327ー0013 佐野市本町2910番地
 TEL. 0283ー22ー3377
〒327ー0317 佐野市田沼町291番地1
 TEL. 0283ー62ー1515
〒327ー0843 佐野市堀米町285番地11
 TEL. 0283ー24ー4411
〒327ー0831 佐野市浅沼町43番地4
 TEL. 0283ー24ー7411
〒329ー4307 栃木市岩舟町静5160番地5
 TEL. 0282ー55ー2955

石 塚 支 店

葛 生 支 店

西 支 店

〒327ー0103 佐野市石塚町2709番地
 TEL. 0283ー25ー2122
〒327ー0507 佐野市葛生西1丁目1番18号
 TEL. 0283ー86ー3875
〒327ー0004 佐野市赤坂町954番地2
 TEL. 0283ー23ー5788

店舗のご案内

地域とお客さまのために

さのしんSDGs宣言

URL.https://www.sanoshin.co.jp  e-mail：info-ss@po.sanoshin.co.jp

「特殊詐欺被害未然防止表彰状」受領信用金庫の日「全店おもてなしイベント」

さの秀郷まつり市民総踊り参加

全国どこの信用金庫でも、以下の時間は手数料無料です。

（注）本サービスの対象とならないしんきんATMが一部ございます。

平日の入出金 8：45～18：00
土曜の出金 9：00～14：00

しんきんATMゼロネットサービス

窓口昼休み休業（11：30～12：30）全店舗実施

佐野信用金庫は、国連が提唱する「持続可能な開発目標（SDGs）」
が目指す取組みに賛同し、当金庫の協同組織・地域金融機関として
の特性を踏まえたうえで、事業活動を通じて、持続可能な社会の実
現に向けた活動に取り組んでまいります。

SDGs
のゴール


